
障害児通所支援事業所

指定協議説明会

東京都 福祉局 障害者施策推進部 療育課
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障害児通所支援事業者としての基礎知識

【障害者基本法】

第１条 

  この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を
享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、
全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個
性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立及び社会参
加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方公共団体等の
責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施
策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援
等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

めざすのは、相互に人格と個性を尊重し安心して
暮らすことのできる地域社会の実現
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【障害者総合支援法】

第１条(抜粋)

障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわし
い日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービ
スに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障
害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国
民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実
現に寄与することを目的とする。

※ 障害者総合支援法：「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

障害児通所支援事業者としての基礎知識

めざすのは、相互に人格と個性を尊重し安心して
暮らすことのできる地域社会の実現
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児童憲章(抜粋)
児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境の中で育てられる。

【児童福祉法】

第１条

全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、適切に養育されること、その

生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並び

にその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。

第２条第１項

全て国民は、児童が良好な環境において生まれ、かつ、社会のあらゆる分野において、

児童の年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考

慮され、心身ともに健やかに育成されるよう努めなければならない。

障害児通所支援事業者としての基礎知識
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＜社会福祉法第３条 福祉サービスの基本的理念＞

福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービ
スの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自
立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ
適切なものでなければならない。

＜社会福祉法第５条 福祉サービスの提供の原則＞

社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉
サービスについて、利用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る
取組を行う他の地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその
他の関連するサービスとの有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、
これを総合的に提供することができるようにその事業の実施に努めなけれ
ばならない。

障害児通所支援事業者としての基礎知識
「障害児通所支援事業」は、

社会福祉法第２条第３項第２号に規定される第二種社会福祉事業です。
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障害児通所支援事業者としての基礎知識

障害者虐待防止法は障害者の権利利益の擁護を目的としています

障害者虐待防止法は、「障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害するも
のであり、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止
することが極めて重要であること等に鑑み、障害者に対する虐待の禁止、
障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等に関する国等
の責務、障害者虐待を受けた障害者に対する保護及び自立の支援のための
措置、養護者の負担の軽減を図ること等の養護者に対する養護者による障
害者虐待の防止に資する支援のための措置等を定めることにより、障害者
虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって障害者

の権利利益の擁護に資すること」を目的としています。

※ 障害者虐待防止法：「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援に関する法律」
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障害福祉サービス事業者としての使命とは

障害福祉サービス事業者としての使命は、「権利の主体者である福祉サー
ビス利用者の人権を守り、絶えず質の高いサービスの提供に努力すること」
にあります。 そして、「利用者のニーズベースの支援」「意思決定の支
援」「説明のできる支援」「合理的配慮」を基本としたサービスの提供が求
められます。

虐待の発生や不適切な支援の発生は、利用者の人権侵害であり、調査に基
づき行政処分を行うこととなります。

行政処分は公表しますので、事業者として社会的な信用失墜にもつながり、
事業廃止に追い込まれる事例もあります。

※ 出典：障害者福祉施設等における 障害者虐待の防止と対応の手引き

障害児通所支援事業者としての基礎知識
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開設を検討されるにあたって
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指定協議を始める前に

11

指定障害児通所支援は、法に基づく事業です

法令順守を原理原則とします
制度の範囲の中で、ガイドラインに則り、利用児童に価
値ある支援を提供していく事業です。

地域のニーズを理解し、地域福祉を進めていきます
支援を求める児童及び家族の状況は、多様で複雑です。
発達支援に関する知識、相談援助技術、地域資源理解な
ど、求められるものは多岐に渡ります。
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標準的な指定までの流れ
事業計画書を基に区市町村と面談指定協議説明会への参加

説明会アンケートの回答

※事前調査票等様式⇒東京都障害者サービス情報＞書式ライブラリー＞A【児童福祉法に基づく障害児施設】指定申請書・変更届等＞新規指定申請のご案内

事前調査票・事業計画書等の内容確認

・事前調査票等を収受後、福祉保健財団から事業者及び区市町村に確認のご連絡をします。
・日程調整の上、福祉保健財団にて事業者と面談を実施し、事業計画の詳細の確認や、指定までの
流れの説明、開設準備に係る留意事項等について、打ち合わせを行います。

面談で確認すること
◇ 法人における理念や方針、事業運営の考え方
◇ 法の理解、事業者としての意識
◇ 利用者やその家族からの要望、苦情等への体制
◇ コンプライアンスの徹底、危機管理
◇ 研修計画(知識の向上、虐待防止・感染症対策など) 等

指定申請書類の提出

指定希望月の２か月前末日までにここまでを完了

財団職員による現地確認

指定時までに終えておくこと
◇ 消防の点検 ◇電話回線の開通 ◇送迎車両・駐車場の確保 等

書類は締切日

必着です

指定希望月の４か月前末日までにここまでを完了

不備等がなければ、指定希望月の初日が指定開始日となります。

事前調査票・事業計画書等の提出



注意点①指定協議前の準備に関して
（１）法人格の取得

個人で指定を受けることはできませんので、法人格を取得してください。

法人格取得後、速やかにGビズIDプライムアカウントを取得することを

推奨します。

（２）定款及び登記簿謄本の整備

定款及び登記簿謄本（登記事項全部証明書）の目的欄には、

申請にかかる事業についての記載が必要です。定款変更及び登記は、時間

を要します。必ず指定申請までに終わらせてください。

※障害児通所支援事業を行う場合には、「児童福祉法に基づく障害児通所

支援事業」等の表記が必要です。この表記により、児童発達支援、

放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、

保育所等訪問支援の４つの事業を読みこむことができます。
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注意点①指定協議前の準備に関して
（３）初期費用・運転資金の確保

給付費は、サービス提供月の翌々月に振り込まれます。そのため、法人及び事業所
立上げにかかる資金（登記手続費用、事業所賃貸料、工事費、備品類の購入費等）、
運転資金（少なくとも数か月分の従業員の人件費と賃貸料、消耗品費等）が必要です。

（４）支援プログラム及び個別支援計画等様式の作成

指定事業者には、障害児及びその保護者の意向、障害児の適性等を踏まえた計画を
作成し、これに基づいた支援の提供が求められます。指定後、滞りなく支援を提供で
きるよう、支援プログラム作成のほか、個別支援計画等の様式や作成手順等の標準化
といった準備が必要です。

（５）基準の遵守

指定事業所ごとに、東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基  
準に関する条例（平成24年東京都条例第139号）で定める人員、設備及び運営に関す
る基準等を常に満たす必要があります。
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必ず区市町村と相談してください

＜区市町村の障害児福祉計画との整合性＞

各自治体では児童福祉法に基づき、障害児福祉計画を策定しており、
それらに基づきサービスの提供体制の整備を行っています。計画上で
求められているのが、児童発達支援か放課後等デイサービスか、ある
いは通常のサービスか共生型サービスかご確認ください。

法人としてどのような事業を考えているのか、利用のニーズは把握
しているか、地域の実情に即しているのか、何より自治体の計画や施
策との整合はどうかなど確認を含めて、区市町村の担当者に相談して
ください。
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注意点①指定協議前の準備に関して



注意点①指定協議前の準備に関して

よくある質問で「まずは物件を確認してください」とご連絡があ
りますが、事業者から区市町村への事前相談及び事前調査票の提出
を経ずに、財団が先行して物件確認することはありません。

※新築で開設を考えている場合のみ、建築前にご相談ください。

【申請マニュアル】【Q＆A】【設備基準チェックリスト】にて、東
京都の求める基準を十分にご確認ください。

指定協議前に契約済みの物件であっても、基準に適合しない場合は
指定できかねます。

候補物件に関して、建築基準法、消防法、耐震基準、バリアフ
リー条例などにおいて問題がないかどうか、申請法人の責任で確認
する必要があります。
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物件について



申請者が法令や基準に従った適正な運営をすることができないと認めら
れる場合、指定をすることができません。（児童福祉法第21条5の15）

 下記について、状況を確認の上、東京都が指導する場合があります。
（１）開設にあたって、申請者が法令や事業に対する理解が十分に

できていない場合
（２）既に開設している事業所が、指導検査や監査の途中で、

改善が確認できない場合
（３）既に開設している事業所が虐待通報を受け調査中の場合や

虐待認定をされた場合
（４）既に開設している事業所で人員設備基準や定員を遵守していない

ことが確認された場合や、運営状況や経営状況が悪い場合
（５）既に開設している事業所で、変更届等の定められた届出が

速やかに行われず滞っている場合

注意点②指定協議開始後の注意点
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連絡なく運営を開始・継続したことが判明した場合、
不正な手段で指定を受けたとみなされ、行政処分を
受ける可能性があります。

・開設直前になって配置予定職員が辞退を申し出た
・開設直前になって配置予定職員が病気となり、開設日から引き続き
出勤できない状態となった

→すぐに財団にご連絡をください
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注意点③指定申請書類提出にあたって

指定協議は継続可能です。
ただし、申請内容が変更になるため、申請書の再提出を求めます。
人員基準を満たした配置になっているかを改めて確認する必要があるため、
ご希望の指定月の翌月以降の指定になる場合があります。

指定申請書類提出から開設まで



指定後の安定的な運営のために

開設を急ぐのではなく、余裕を持ったスケジュールで準備
を進めていくことが必要です。

・職員の採用は余裕をもって行い、申請書類の提出前に、勤務の意向確認を

丁寧に行うようにする。

・本人の心身や家庭の状況等が、安定的に勤務が継続できる状態にあるか、

十分に確認した上で採用する。

・児童発達支援管理責任者の採用については、法人の目指す発達支援と児童

発達支援管理責任者の目指す発達支援が一致しているか確認するとともに、

採用後も継続して支援方針や価値観のすり合わせを行う。

・関係法令を的確に把握し、適正な事業運営を行うことができるようにする。
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注意点③指定申請書類提出にあたって



注意点④開設後によくあるトラブル(人員編）

児童発達支援管理責任者が不在となる場合には、変更届の提出は
もちろんのこと新規利用児童の受入れ停止、児童発達支援管理責任
者欠如減算、個別支援計画未作成減算を算定することになり、児童
指導員等加配加算や専門的支援体制加算等が算定できなくなります。

・開設直後に職員が退職してしまい、基準人員を満たさなくなった
！開設して間もなく職員が一斉に退職するというケースが増えています！

・管理者と児童発達支援管理責任者の支援方針があわず退職となった
・児童発達支援管理責任者が体調を崩し、すぐに退職してしまった
！児童発達支援管理責任者が継続して常勤勤務可能かどうかの確認は、採用時の
事業者の責務となり、指定後すぐの不在は、やむを得ない事由に該当しません！
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開設後、下記のようなことが判明した場合、
速やかに東京都福祉保健財団に御連絡ください



注意点④開設後によくあるトラブル(運営編）

人員不足や過誤請求などにより事業運営が立ち行かなくなり、
事業所が廃止や休止に陥ってしまうと、利用している児童や保護者
に多大な迷惑をかけることになります。
課せられた責任の大きさを十分にご認識ください。

・基準人員や加算要件の認識等が誤っていたため、誤った請求をしてし
まっていたなど
→減算となったり、多額の返還金が生じるなど、事業継続が困難に
なる原因の一つになります

・「職員の支援の力量が足りない」などと伝え、利用申込者から契約
を辞退させるなど、実質障害の程度によりサービス提供を拒否する
→運営基準により、事業者は原則として利用申込みに対して応じ
なければならないと定められています
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指定日以降の事業所運営について

〇人員基準は、守るべき最低ラインの配置です。
基準を守ってサービスの提供を行うことにより、
基本報酬を請求することができます。

従業者には、休暇を取得する権利があります。
従業者が休暇を取得する場合でも、児童指導員又は保育士については、
基準とされる数を配置する必要があります。

〇人員基準に沿った配置をした上で
加算の算定要件を満たした従業者をプラスで配置している場合に
加配加算が請求できます。
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従業者の勤務体制
の確保ができなく
なる事例が増えて

います！

正しく従業者が配置されていることを確認するため、従業者の勤怠
状況記録の提出を求めることがあります。



利用者
（保護者）

指定事業者 区市町村
国民健康保険
団体連合会

①障害児通所支援等の支給申請

②支給決定

③サービスの提供

⑦所得に応じた利用者
負担額を支払

④障害児通所給付費等の請求（国保連を通して区市町村へ請求）

⑤障害児通所給付費等の審査・承認⑥障害児通所給付費等のうち、利用者負担額を差引いた金額を
区市町村が国保連を通して支払

※給付費負担割合
国50％、都25％、
区市町村25％

給付費（サービス報酬）の支払いについて



関係法令を読みこんでください
表記 正式な名称

法 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

基準省令
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基
準（平成２４年厚生労働省令第１５号）

基準について（解釈通知）
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基
準について（平成２４年３月３０日障発０３３０第１２号）

都条例
東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条
例（平成２４年東京都条例第１３９号）

都規則
東京都指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条
例施行規則（平成２４年東京都規則第１６７号）

報酬告示
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の
算定に関する基準（平成２４年厚生労働省令告示第１２２号）

留意事項通知
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の
算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成２４年３
月３０日障発０３３０第１６号）

ガイドライン
児童発達支援ガイドライン（令和6年7月こども家庭庁）
放課後等デイサービスガイドライン（令和6年7月こども家庭庁）
保育所等訪問支援ガイドライン（令和6年7月こども家庭庁）

24



公益財団法人東京都福祉保健財団へのお問合せ先

受付時間 9：００～１７：００（土日祝日を除く）

公益財団法人東京都福祉保健財団

事業者支援部 障害福祉事業者指定室（児童系サービス）

住所 東京都新宿区西新宿２丁目７番１号 新宿第一生命ビル１８階

電話 03-6302-0315

受付窓口

※中核市・児童相談所設置区で事業所を開設される場合は、当該区市が窓口と
なります。
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